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要 約

国家間の相互依存関係の緊密化とともに、現代世界は名実 ともに 「国際化時代」を迎えつつ

ある。こうした趨勢にあっては、とりわけ 「高等教育機関の国際化」は、最も大きな量的 ・質

的変化を経験 し、最 も先端的な革新を迫 られている部分であると思われる。

本研究では、かかる課題意識から、教育の 「国際化」の諸側面のうち 「教育交流制度の一環

としての語学研修制度」を取 り上げた。そして、国内およびアメリカの高等教育機関における

その意義 と現状、ならびに問題点を多面的に検討 した。

その結果、本学において、今後、教育機会の空間的拡張(=国 際化)戦 略を推進す る上で考

慮すべき諸課題が浮かび上がったのである。また、アメリカにおける 「語学研修サービス」の

類型の抽出と、その妥当性についても併せて検討 し、本学学生にとって最も望ましい 「語学研

修 サー ビス」の在 り方について、0定 の結論を得た。

第1章 研究の目的と指針

(1)目 的

「教育の国際化」が喧伝 されて久 しい。それは、社会 ・政治 ・経済上のグローバ リゼーショ

ソの進行を引っ張 り要因とす る。だが今日の国際社会においては、国家間の相互依存関係の緊

密化 と共に、それに不可避的に付随する 「国際間摩擦」の増大 も見られる。

こうした諸問題の克服をね らいとして、外交 ・通商といった様々なチャソネルを通 じた解決

策が鋭意錬 られ、わが国においても具体的な政策が打ち出されている。だが、日米貿易摩擦に

も見 られるように、 「万能薬」は見出し難 く難問山積の現状にある。それは、社会 ・政治 ・経

済上の関係 と比較 して、よりベーシックなより根幹に関わる部分の相互理解が未成熟なことに

も起因する。
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国際関係は、究極的には 「人と人の関係」に還元 しうるものである。それゆえ、人間を包む

諸環境一その歴史、文化、習慣、価値観等を学び相互理解を深めることは、今日の国際関係を

考える上で、とりわけ重視されなければならない。こうした課題に応答しうる方法論は、即効

性は望むべ くもないが、確実な手段 としての 「教育的処方箋」の成果を抜 きにしては語れない

のである。また、高等教育の領域においては、やがて迎える18歳人 口の急減および海外大学の

日本進出に伴 う 「国内 ・国際競争時代」一いわゆる 「大学淘汰の時代」への対応策 としても、

それは有力な切札 として捉えられる。

したがって、本学においても、こうした 「教育の国際化」の在 り方を多面的にも検討するこ

とは、 「教学の理念」に照らして も緊急かつ重要な検討課題であると思われる。本研究では、

こうした課題意識から、 「教育の国際化」の諸側面の うち、 「教育交流制度の一環 としての語

学研修」を取 り上げる。そ して畿内を中心 とした国内高等教育機関、およびアメリカを中心と

した海外高等教育機関におけるその現状 と問題点の検討を通 じ、今後本学において展開すべき

「国際教育交流戦略」の在 り方を探究す ることを目的とする。

(2)基本指針

本研究を遂行す るに当たって、研究分担者の間で打ち合せと討論を行い、以下二点について

留意 し0定 の基本指針 とすることで合意 した。それは、①教育面への限定 と②調査対象機関の

限定である。

①教育面への限定

高等教育のレベルにおいて、 「教育の国際化」は最も大 きな量的 ・質的変化を経験 し、かつ

最 も先端的な革新を迫られている分野であるとされる。そ して現実にそれは、高等教育機関の

本質的機能、すなわち 「研究」および 「教育」の両機能に関わる問題である。前者は 「学術面

での国際交流の拡大」として、また後者は 「留学生人口の増加」として捉えられる。 さらに両

者は密接不離の関係にあるものと考えられる。 したがって、高等教育の国際化を考察する場合、

この両側面を視野に入れることが肝要 となろう。

だが本研究では、本学教養部教育の 「語学」を中心とした将来の 「国際化戦略」に資するた

め、後者すなわち 「教育面」か らの考察に限定 した。そ して、特に 「海外語学研修制度」に焦

点を当てて調査 ・検討を行 った。なぜなら同制度は、国際的な相互理解のための最 も基礎的な

技能(=コ ミュニケーショソ手段)の 「訓練の場」 として把握され るからである。

②調査対象機関の限定

調査対象機関として、国内については4年 制私立大学15校 を、またアメリカについては別表

W-1、2に 見るような4年 制州立 ・私立大学11校 を取 り上げた。調査方式は、国内について

は、国際交流担当者に対する質問紙に基づくイソタビューと資料収集によった。調査機関の リ

ス トアップに当たっては、i)地 域性、ll)男 女共学、血)学 生数、iv)学 内組織(と りわけ

「教養部」を設置 している等)と いった諸点に留意 し、少なくとも2点 について本学 との類似

性を見出しうるものを対象とした。ただし、調査対象校のうち1校(以 下A大 学)に ついては、

地域的にも関東エ リアであ り、学生数、学内組織 とも本学との相違は顕著である。類似点 とし

ては、唯一一 「男女共学」を指摘できるのみであ。だが、同大学の 「海外語学研修制度」は、高

等教育の関係者は言 うに及ばずマスコミも関心を寄せ、その量的 ・時間的規模、システムにつ

いては一一定の評価が与えられている。そ してそれは、ある意味で 「急減対策」を念頭に置いた

「大学経営戦略」の重要な一翼を担っているものと思われる。

本学教養部においても、来 るべき急減期に備えるべ く、その 「教学の理念」に照 らしつつ諸

対策を同時多面的に検討 しているところである。そこでは、 「教育機会の空間的 ・時間的拡張」
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が有力な戦略として提起されている。 「空間的拡張」は、教育の 「国際化戦略」をその内実 と

する。また 「時間的拡張」は、学内遊休資源の活性利用をねらいとした 「社会人」や 「シルバー

世代」のキャソパス内への動員をテコにした 「生涯教育化戦略」である。

A大 学においては、教育の 「国際化戦略」はある意味で 「急減対策」(=一 種の 「企業防衛

戦略」)と して位置づけられている。そ してそれは、同大学の志願者増 ・レベルア ップに見 ら

れるように、ある程度の成功を収めたように思われる。それゆえ、同大学のケースを検討する

ことは、本学教養部にとっても、今後の 「急減対策」を多面的に講ずる上で、何 らかの示唆が

得 られるものと期待 されるのである(1)。

他方アメリカについては、現地訪問および関係者へのイソタビュー、ならびに資料収集を実

施 した。調査対象校は、以下4つ の要件を具備 しているものをリス トアップした。すなわちそ

れは、i)4年 制大学である、の アクレディテーシ ョソ(資 格認定)を 受けていること、111)

集中語学講座を有 しているもの、iv)大 学自体がカリキュラムを運営 していること、である。

調査 ・研究に当たっては、理論面は高見が、実践面は武久、東山、山田が、また全体の総括

は市川がそれぞれ担当した。(高 見)

第II章 高等教育機関における国際教育交流の類型と意義

(1)類 型

「目的 ・指針」でも指摘 したように、本研究では、国際教育交流制度の うち 「教育面」に検

討対象を限定 し、典型的には広義の 「留学制度」を取 り上げた。

「留学」 とい う概念は、1990年 代の日本において、従来には見られなかったような多様化 ・

複雑化の様相を呈 している。 さらに今後の国際教育交流の活発化の中で、より0層 新たな問題

点が生ずることも予想される。 したがって、第0に 「留学」の現状を多面的に考察 し、われわ

れが検討対象とする 「海外語学研修制度」の位置づけを明確にする作業は不可欠であろう。本

章では 「留学制度」の類型化を試みよう。その際いくつかの類別基準が考えられるが、本研究

では、①教育制度面、②教育内容面、③教育 目的面、 といった枠組みを採用する。

①教育制度による類型化

教育制度に即 して 「留学制度」を類別すると、それはi)狭 義の留学生の受け入れ ・送 り出

しと、 の 研修生の受け入れ ・送 り出 しに二分される。

i)は 、⑤送 り出 し・受け入れ両校の間に単位互換に関わる協定 もしくは文書(letterof

intent)の 交換があること、⑤少なくとも学則、内規に基づ く条件に沿って、学生が一定期間

(少なくとも1年 間)以 上外国の大学に正規の学生に準ずる資格をもって在学すること、◎文

部省奨学金や相手校奨学金を得て行われること、を要件とする②。

の の多 くはいわゆる 「海外語学研修」であ り、i)の ような厳 しい要件 もない。具体的に

は、⑤英米における1anguageschools(予 備語学教育機i関)や 、海外大学教育機関の別科的

語学コース、あるいはアクレディッ ト(資 格認定)さ れていない機関への送 り出 し・受け入れ、

⑤休学 しての私費留学の場合、などがこれに該当す る(3)。したがって 「海外語学研修」は、こ

の類別枠組みに照らしてみると、厳格な意味での 「留学」ではなく文字どおり 「研修の送 り出

し」として捉えられよう。

②教育内容による類型化

教育内容面から類別すると、それはi)「依存型留学」と 「付加価値型留学」に類別 されるω。

i)は 、他国に依存 して自国の必要を充足 しようとするものである。南(=発 展途上国)か

ら北(=先 進国)へ 向か う留学がその典型であり、それは高等教育制度の未整備に起因する。
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学位取得(特 に大学院レベル)や 、自国の必要とする技術 ・知識 ・思想の摂取をねらいとする

場合が多い。 こうした留学は、かつての発展途上国であったわが国にも見 られたものであり、

0方 的で受け身の 「文明伝習型」の留学として捉えられる。

ll)は 、多数の留学生の受け入れ国であるとともに送 り出し国である北の諸国に見 られるも

のである。すなわち、⑤学位は自国の教育制度によって取得 し、その基礎の上にあるいはその

0部 として、現地で しか遂行 し得ない特定の研究課題を追求するための留学や、⑤一年内外あ

るいはそれ以下の短期間の 「異文化体験学習」、 「海外語学研修」の類い、がこれに該当する。

これらは、いわば 「文化伝習型」の留学であり、相互に学び合 うことを特徴 とする。 こうした

「付加価値型」の留学については、プラ トソもその著 「法律」の中で一定の評価を与えている

⑤。したがって、歴史的に見ても古い時代からその教育的意義が認知 されていたといえよう。

③教育 目的による類型化

依存型、付加価値型を問わず、 「留学」を教育目的面から類型化すると、それは以下二つの

類別枠で整理 しうる。すなわちi)「 投資型留学」との 「消費型留学」である。i)は 、個

人、国家、企業の具体的な目的のための留学であ り、 の は、個人の教養を高めたり、異文化

体験を通 じて満足感を得ることを目的とする。前者の例としては、アメリカのビジネス ・スクー

ルへの 日本企業からの派遣留学や、転職によるラソクアップを志向する退職OLの 留学が指摘

できよう。また独身OLの 休暇を利用 した短期留学などは後者の典型例である。人々のこうし

た 「留学需要」は、i)に ついては 「地位欲求」によって、H)に ついては 「余暇欲求」によっ

てそれぞれ喚起 されたものと把握 しうる。

また、個人のレ・シレで見た 「高等教育需要」そのものが、⑤将来の 「地位欲求」と結合 した

「投資的需要」と、⑤ 「余暇欲求」と結合 した 「消費的需要」から成るとされる。それゆえ、

その教育の一環として実施 される留学には、かかる二つの側面が内包されることは当然の帰結

であろう。われわれが調査対象とした 「海外語学研修」もこの枠から外れるものではない。

(2)意 義

では、今 日的な留学、とりわけ 「海外語学研修」の教育的意義はどのような点に見出せるの

であろうか。 トータルに見れば、それは以下3点 に集約されよう。

第1に 、 「文明」を支え包括す るシステムとしての 「文化」に触れ、それを理解する場を与

える契機となることである。文明伝播のスピー ドが倍加 したことによって、かえって文明を媒

介とした 「国際間摩擦」(た とえば、日米半導体摩擦、自動車輸出、コメ市場の開放問題など)

を触発する現象が見 られる。こうした国際間問題の克服には、その背景にある 「文化的諸側面」

の相互理解に努めることが肝要である。

また第2に 、それは、プラトソの指摘にも見られるように、 「自国の名誉をあげ、 自国のす

ばらしさを外国と比較 して確認する(6)」契機ともなることである。異文化に接 して学ぶことは、

相手側の ことばかりではなく、自己および自らの文化について知 り学ぶ機会となる。 したがっ

て、 「文化伝習型」留学生は、正に文化体験的な相互交流の最前線に価値する主体なのである。

また自らが学ぶ 「被教育者」 として教育の原点に立つものと思われる。

こうした文脈の中では、本学教養部企画の海外語学研修プログラムの中で導入 した 「ホーム

ステイ制度」は、積極的な教育的意義を内包するものとして評価できよう。なぜならそれは、

学ぶ側か らすると、教育の根幹に関わる最も始源的な教育システムとしての意義を体現するか

らである。

歴史的に見ると、 「社会的諸機能」は、 「・教育機能」も含めて、元来 「家族機能」の中に包

摂されるものであった。 ところが社会 ・経済の発展とともに、それ らは家族外の 「専門的機能
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集団」(教 育の面では学校はその典型)に 吸収 されたものと考えられる。 したがって、家庭は

は正にその国のあらゆる 「社会的諸機能」の原点 として位置づけられるのである。 「ホームス

テイ制度」は、 「家族機能」の中に依然として維持 されている 「教育機能」を通 じて、その国

の 「文化的諸側面」を最 もベーシックなレベルから確実に学び うる教育機会であるといえよう。

さらに第3に 、それは 「自己形成力」あるいは 「自己教育力」を錬磨する機会となることで

ある。 この点は、上記で指摘 した 「ホームステイ制度」の教育的意義とも関連する。 日本の青

少年は、幼少期 より学校 とい う0種 の 「文化的孤島」に閉 じ込 もり、知育偏重教育の枠の中で

社会的成熟を遅 らせる結果を招 きやすい。たとえば、 「日米高校生の生活時間の配分に関す る

調査」では、以下のような差異が指摘 されている(の。すなわち、i)日 本の高校生は、家事の

手伝い ・分担はあまりしないが、勉強時間とテレビの視聴時間は長い、 血)ア メリカの高校生

は、勉強時間やテレビの視聴時間はやや少ないが、家事に加えてボラソティア活動など外で活

発に活動す る、ということである。 こうした生活習慣の違いのためか、日本の青少年は、 自国

の 「生活文化」や 「伝統」にも意外 と無知なことも多い。それゆえ、 「海外語学研修制度」に

組み込まれた 「ホームステイ制度」の利用者は、 自己に課せられた 「教える者」としての機能

を果たすため、準備作業のプロセスの中で、 日常あまり意識す ることもない自己および自国文

化について改めて自己学習す ることになる。また言葉 も習慣 も不慣れな外国での研修生活は、

どちらかといえぱ保護的 ・ぬるま湯的体質に染まった日本の若者に、自らを鍛錬 し 「自助の精

神」を培 うチャソスを与えるものと評価できよう。(高 見)

第III章 わが国の高等教育機関における海外語学研修プログラムの現状と課題

1.目 的

本章の目的は、実際に行われている諸大学の海外語学研修のプログラムについて調査 した結

果を分析考察することである。

2.調 査の方法(8)

(1)調査票および調査項 目

以下の8項 目について調査票を作成 した。

①海外研修の企画と実施の主体

②教育的意義 ・目的 ・内容

③研修の概要

④旅行業者に関すること

⑤参加学生に関すること

⑥実施後の評価と反省 ・

⑦同行教員に関すること

⑧事故 ・危機管理 、

(2)調査対象

教養部が設置されている4年 制大学15校 を選んで調査対象とし、担当者に面接 して、各大学

の研修プログラムの現状を聞きとる方法で調査 した。以下、調査項 目の順に調査結果について

述べる。(東 山)

3.調 査結果の分析と考察

(1)語学研修の企画と実施の主体

表III-1で 示すように、海外研修の企画立案から実施までの担当主体は右記の機関で行われ

る。
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海外語学研修の受け入れ ・送 り出し

機関の設置、即ち、学内的なイソフラ

ス トラクチャーの整備と確立を考えた

場合に、その企画立案を行 う機関は、

「国際交流委員会」 から発足 して、

「国際交流セソター」へと機構整備さ

れることを示唆 している。

上記の機関の構成メソバーは次の通

りである。

①企画立案を行 う機関 学部

代表の教授+職 員

②企画立案から実施 まで行 う機関…

・① の機関のメソバー+同 行教職員

①と②に共通するメソバーとしては、

国際事情に=豊富な経験 と知識に精通 し

表III-1語 学研修 の企画 の実施 の担当機関名

企 画 ・実 施 企 画 大学数(校)

国 際 交 流 委 員 会 3

国 際 セ ソ タ ー 3

国 際 交 流 セ ソ タ ー 1

国 際 交 流 セ ソ タ ー 主 事 会 1

国 際 交 流 委 員 会 国際交流課セソター 1

国際交流運営委員会 国際交流委員会
鱒

1

国 際 交 流 部 1

海外研修実行委員会 各学部研修委員会 1

実
海 外 研 修 旅 行

行 委 員 会 国際交流委員会 1

実
各種 サマープ ログラム

行 委 員 会
0般 教育委員会 1

語 学 セ ソ タ ー 1

ている外国人スタッフの採用である。なお、事務職員の同行については、研修旅行にかかわる

事務0般 と、職員の研修を兼ねるものである。

企画 ・実施 ・同行に関連する事務職員の所属は、学生課 ・学務課 ・庶務課 ・教務課 ・広報課・

総務課 ・国際交流課などである。

表III-1の 機関の業務内容は、次の5点 に要約できる。

⑤留学生の受け入れ ・送 り出し業務………長期.1年 以上.

⑤語学研修生の受け入れ ・送 り出し業務…短期.3～6週 間.

◎研究者の交換留学制度 中 ・長期.6ヶ 月～1年 以上.

④受け入れ国 ・受け入れ先機関の調査……英語圏一シ他言語圏.

⑤受け入れ ・送 り出し体制の教育面 ・財政面 ・施設面の整備.

o教 育面:ト ーフル(TOEFL)・ トーイック(TOEIC)・ 英検(STEP)な どの公的認

定テス トを利用 した選抜制度の活用

o財 政面:大 学によっては、運営資金 として国際交流基金を設け、国際教育交流制度を財

政面からバ ックアップしている。

o施 設面:受 け入れ ・送 り出し体制の設備面 として、宿泊設備と研修設備を併せ持つ 「留

学生セソター」(仮 称)を 設置 している大学 もある。 ここでは、海外の留学生と

国内の学生を同室にして、文化 ・語学面のみならず人間的交流を促進するシステ

ムをとっている。

上記の⑤は留学生の交流拡大、⑤は研修生の交流拡大、◎は学術研究の交流拡大、③は国際

交流先の拡大、そ して⑤は国際教育の拡大充実につながるものと考える。

(2)教 育的意義 ・目的 ・内容

表III-2を 要約すれば、次のようになる。

①………語学の運用能力の向上をめざす。

② ④…語学力を通 じて他国の社会および文化への理解を深める。

⑥………他国への理解をもとに して、 日本の社会および文化を再認識する。

③ ⑤.⑦.… 研修先の人々とのコミュニケーショソを通 じて自己の再発見につとめる。

これらの研修 目的を達成す るために、次のような3点 の指摘があつた。
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⑤学生の資質と能力に応 じて、具体 表III-2語 学研修の目的

的な研修 目的とプログラムを設定する

こと。

⑤研修先の学生と同様の待遇を受け

られるような配慮をす ること。

◎研修先と措駐妾的(書 簡・電話 ・ファッ

クス)に 、直接的(現 地調査)に 連絡

をとりあうこと。

(3)研 修の概要

①開始時期

開始時期については、⑤第1語 学

(英語)の 発足年度 と、⑤第2語 学

(ドイツ語 ・フラソス語等)の 発足年 ,(徽 回答による)

度 とに分けて考える。⑤ については表

m-3の 通 りであるが、⑤ については研修制度そのものの歴史は浅 く、1980年(1校)、1985

年(1校)、1989年(1校)と なっている。

②カ リキュラムとの関連(単 位認定)

研修終了後に、何 らかの形式で単位を認定 している大学数と、その大学で認可 している科目

と単位については、表III-4お よび5の ようになる。

項 目 大学数(校)

①語学研修(実用英語の修得) 13

②異文化体験 11

③国際人の養成 6

④地域研 究(文 化・歴史 ・社会生活) 3

⑤個性と精神の錬磨 3

⑥日本文化の理解と再認識 2

⑦建学の精神の具現化 2

表III-3第1語 学(英 語)の 研修開始 時期

発 足 年 度 大学数(校)

1970 1

1975' 1

19?8 1

1980 1

1983 2

1987 3

不 明 s

表nI-5単 位認定科 目

科 目 単 位

英 米 事 情 4

言 語 と 文 化 4

英 米 事 情 2

海 外 英 語 研 修 講 座 2

海 外 英 語 実 習 2

英 語(1,II,III, N) 2

英 会 話(英 作 文) 2

英 会 話1又 は II 2

英 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ソ 2

表III-4単 位認定実施校

単 位 認 定 大学数(校)

実 施 し て い る 10

実 施 し て い な い 5
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③⑤期間、⑤時期、◎対象学生、⑥参加

定員、⑤同行教員、①添乗員の有無

語学研修の期間についてまとめてみると、

表III-6の ようになる。研修期間との関連

で上記の⑤～①の留意点を述べると、次の

ようになる。

⑤時期:夏 は7～8月 、冬は2～3月 。

◎対象学生:全 学部全学年を対象にする

のが11校 。

④参加定員:30人 前後(10校)、60人

(1校)、 希望者全員(1校)。

⑤同行教職員:

表III-6語 学研修の期 間(12大 学)

期 間(日) 大学数(校)

21 2

26 2

28 3

30 1

35 1

42 2

50 1

参加学生30人 前後で教員2名.職 員1名 が平均値。

同行教員が2名 の場合ζ内1名 を国際交流セソターの教員で担当するケースがある。また、

大学によっては、在外研修決定の教員が研修ツアーを兼務するケースもある。

①添乗員:有(4校)、 無(8校)。

④費用(⑤ 費用の概算,⑤ 大学からの補助金の有無、◎小遣いの額、④ ローソのシステムの

有無)

⑤費用の概算

研修費用と研修期間を関連づけて分類すると、表III-7の ようになる。

大学によっては、大学からの補助金や奨

学資金、または国際交流基金からの補助金

等を考慮に入れて、研修費用の件を考えな

ければな らないので、表III-7は あくまで

参考資料とみるべきである。

⑤大学からの補助金の有無

補助金の内訳に関 して、次のような3点

の指摘があった。

㊨は参加学生に対 して、◎、⑤はツアー

に対 しての具体例である。

⑧0人 当 り3万 円の補助(1大 学)。

⑤JapanFestiva1又 はFarewellParty

への補助(2大 学)。

⑤国際交流基金等からの補助(2大 学)。

◎小遣いの額

研修期間中の小遣いの額については、表

III-9の ようになる。 一

⑥ ローソ ・システムの有無

大学 としては、旅行業者のすすめるロー

ソシステムを採用 しているのは少ない。

ノ

表III-7研 修費用 と研 修期 間の関連(12大 学)

研修 費用(万) 研修期間(日) 大学数(校)

35 21 1

40 21 1

43 30 1

45 42 1

50 26 1

50 28 1

60 28 1

60 26 1

60 43 1

65 35 1

80 50 1

不 明 28 1

表III-・8大 学 か らの補 助 金 の有 無

項 目 大 学 数(校)

補 助 金 あ り 5

補 助 金 な し 10

表III-9研 修期 間中の小遣 いの額

内 訳 大学数(校)

別に定めず 10

20万 円 1

10万 円 2

T.C.を す す め る 2
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⑤ 研修地域

研修地域と研修サービスの提供主体について分類 してみると、表III-10の ようになる。

表III-10研 修地域 と研 修サー ビスの提供主体 について

研 修 地 域 研 修 サ ー ビ ス の 提 供 主 体 大学数(校)

ア メ リ カ

南 メ ソジ ス ト大,イ リノ イ大,ア ー モ ス

ト大,シ ア トル 大,タ コマ大,ジ ョー ジ・

ワ シ ソ トソ大,カ リフ ォル ニ ア 州立 大,

St.ト ー マ ス大,西 ワ シ ソ トソ大,ウ ッ

ドベ リ ィ大,オ レ ゴ ソ大,ハ ワ イ 大

12

カ ナ ダ ジ ョソ ・ア ボ ッ ト大,コ ロ ソ ビア大,ト ロ ソ ト大 3

ニュージー ラソ ド ニ ュー ジ ラ ソ ド大 1

イ ギ リ ス ケソ ト大,リ ーズ大,ケ ソブ リッジ大 3

ド イ ツ マイソツ大 1

中 国 吉林大 1

イ ソ ドネ シ ア サティオワ ・ジャワ大 1

⑥ 研修 シ ステ ム(⑤ 研 修 機 関 との コソ タ ク トの 方法 、⑤ 研 修 サー ビ ス の提 供 主 体 、◎ 宿 泊 、甘

⑥ オ プ シ ョナ ル ・ツア ー の取 り入 れ 方 と問 題 点)

⑤ 研 修 機 関 との コ ソ タ ク トの 方法

大 学 の多 くは、 既 に姉 妹 校 提 携 制 度 、 研 修 生 の送 り出 し ・受 け入 れ制 度 が ほ ぼ 確 立 され て い

るの で 、 緊 密 な連 絡 体 制 が可 能 で あ る。 具 体 的 に は次 の よ うな指 摘 が あ った 。

⑧ 研 修 地 に職 員 が常 駐 して い る。

◎ 国 際 交 流 セ ソタ ー が窓 口 とな り、 常 時 、 研 修 先 と連 絡 を と りあ って い る。

⑤ 大 学 間 交 流 協 定(InstitutionalCooperationAgreement)の 締 結 に よ っ て 、 研修 先 と綿

密 な 情 報 交 換 が可 能 で あ る。

② 外 国 人 ス タ ッフ が交 流 セ ソ ター に常 駐 す る シ ス テ ム に よ っ て、 ス ム ー ズ な 意 志 伝 達 が 可 能

とな る。

⑤ 研修 サ ー ビス の提 供 主 体

表III-10「 研 修 地 域 と研 修 サ ー ビス の 提 供 主 体 」 の表 を参 照 。

◎ 宿 泊 表III-11宿 泊方法 について

学 生 寮 を使 う こと に つ いて(表III-11)次

の 二 点 の 指 摘 が あ っ た。

㊨ 先 方 の 学 生 と同 部 屋 に ス テ イす る。

◎ 学 生 寮 使 用 の 目的 は、 提 供 条 件 の均 一 化

に あ る。

③ オ プ シ ョナル ・ツア ー の取 入 れ方 と問 題

占.表III-12研 修期間中の オプシ ョ,ナル ●ハ・・
ツアーの実施 について

ツ アー の 実 施 の 実 態 は表III-12の よ う に な

る。

ツ アーの実 施 につ いて 次の よ うな指 摘 が あ っ

た 。

宿 泊 方 法 大学数(校)

学 生 寮 7

ホ ー ム ・ ス テ イ 3

学生寮十週末ホーム ・ステイ

醐 寮ト(後半)ボ「ム・ステイ 4
『現 地 日 本 校 の 学 生 寮

1

内 訳 大 学 数(校)

実 施 す る 12

原則として取 り入れない 3
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⑧研修終了後にツアーを実施する(10大 学)、 研修前に実施する(1大 学)、 不明(1大 学)。

◎研修終了後のツアーは、学生側の開放気分によって、研修の意義を損 う場合 もありうるの

で、Field-Tripを 採用する大学 もある。

(4)旅 行業者

①検討対象業者の数と社名

各大学 とも検討業者の数は平均5～6社 である。業者の主だったところは次のようになって

いる。

近畿 日本 ツー リス ト、日本交通公社、 日本旅行、東急観光、 トラベル日本、ISA、 日通旅

行、ILS、 他。

②業者の選択 と決定理由

業者選択の主だった方法 として、次の2点 があげられる。

⑤見積書の提出によって。

⑤競争入札によって。

なお決定に伴 う付随理由として次の3点 が指摘されている。

⑤研修地の情報に強 くて、常時、連絡のとりやすい業者。

⑤緊急時の対応マラユアルを完備 し実行可能な業者。

◎飛行機等の輸送機関の手配に強い業者。

③旅行業者の問題点

あえて取 り上げるような問題点はない。要望事項 として次の3点 があげられる。

⑤添乗員のサービス精神

⑤輸送の手配(緊 急予約を含む)

◎現地係員のサービス

④企画 ・立案の業者の関与の程度

企画 ・立案という内容面まで関与 させている大学はない。業者は企画 ・立案に関連 して大事

ではあるが、次のような補佐的役割を担 っている。

⑤情報収集、⑤航空券の手配、◎輸送の円滑化、④渡航手続 き、⑤事前事後指導のア ドバイ

ザー役。(山 田)

(5)参 加学生に関すること

①企画立案に対する学生の希望の反映

表III-13に 示すように、11校 では、語学研修の企画立案は実施主体である語学研修セソター

または委員会において行われ、その段階で参加学生の希望は取 り入れられていない。11校 のう

ち5校 では研修終了後に提出された学生のレポー トや感想、反省の内容を次年度の企画に反映

させるように配慮されている。1校 だけは、事前に学生にアソケー トを実施 し、研修国の選定、

ホームステイか学生寮かを決定する際の参考にしている。

表III--13企 画立 案に対 する学生 の希望 の反映

研修企画 に関 して事前 に学生 の希望 を調査 しない

前年度参加学 生の反省や感想 を反映す る

事前 にア ソケー トを実施 し、学生 の希望 を反 映

不 明
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②企画に対する学生の反応一応募状況

表III-14に 示す ように、今回調査対象となった大学の1/4で はほぼ定員どおり、1/4で

1.5～2倍 の応募があ り、1校 だけは毎年定員の3～4倍 の応募がある。年度によって応募の

状況が変動すると答えた大学の うち1校 は、今年度に限って応募者が減ったもので、その理由

として旅行代金が値上が りしたことを挙げている。他の1校 は、研修先によって応募状況が変

わることを指摘 している。カナダ、イギ リスの場合に応募者が多 くなる傾向は2校 が指摘 して

いる。男女の内訳をみると、何れの大学でも女子学生が多いようである。応募者が定員を超え

た場合、1校 は応募者全員を研修に参加させているが、その他の大学では面接、説明会、英語

力の程度などによって定員(約30名 前後、1校 のみ60名)に しぼっている。

表III-14学 生の応募状況

大 学 数

定 員 の 範 囲 内

定 員 の1.5～2倍

定 員 の3～4倍
、

年 に よ っ て 変 動 す る

不 明

4

4

1

2

4

計 15

③研修に対する学生の反応一満足度

参加学生の研修に対する満足度は、表III-15に 示 されるように、概 して現状の研修内容に満

足 しているといえるだろう。ただし、今回の調査では、全体の印象を問 うたにとどまってお り、

研修の 「何に満足 しているか」を知 ることはできなかった。

表m-15研 修に対する学生の満足度

大 学 数

非常 に満足 してい る

と りたて て不満 はない

非常 に満足 してい る学生や ら、 やや不満
を感 じる学生 まであ る

おおむね満足 してい る

不 明

7

1

1

3

3

計 15

④事前指導の内容

事前指導は、どの程度徹底 して行 うかによって次の3つ のタイプに分けることができる(表

III‐16)o

表m-16事 前指導の内容

大 学 数

徹 底 した 事 前 指 導 を お こ な う

8～10回 の オ リエ ソ テ ー シ ョ ソ

2～8回 の オ リエ ソテ ー シ ョソ

そ の 他

4

6

3

2

計 15
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(a)徹底 した指導を行 う(4校)

宿泊研修を重ね、参加学生間の人間関係を深めるとともに、マナーの習得、研修先の国と研

修地、研修大学についての情報を得ることと理解すること、さらに語学の トレーニソグに至る

まで、集中的に徹底 して指導する。

(b)8～10回 のオリエソテーショソを行 う(6校)

渡航手続き、研修国、研修大学についての紹介、生活全般に関する指導、語学指導を8～10

回のなかで行 う。

(c)2～3回 のオ リエソテーショソを行 う(3校)

このタイプの大学は、海外研修の歴史が長 く、ノウハウが確立 しており、現地での指導協力

体制が整備されているので、事前指導をとくに丁寧にしな くてもよいのである◎

なお、語学力の指導については、内容の差はあるにして もどの大学も力をいれている。個別

指導や合宿指導もまれではない。

海外語学研修の実施にあたって大学は事前指導と準備に多大のエネルギーと時間をかける。

研修が充実 し、安全に遂行され、研修が成功するか否かを左右するものはひとつには事前指導

の適切さであると思われるので、学生の実情に合った独自のプログラムを作ることが課題であ

る。

⑤ 学生側の問題点

⑤ルール違反

「集合時間に遅れる」 「無断で授業を欠席する」 「門限を守 らない」など、時間のルールを

守れないことがもっとも頻発 しやすい問題点として挙げられているが、その他の生活のルール

を守らないことも多 く指摘 されている。具体的に、授業を欠席 して観光に出掛けていた例につ

いて関係者に迷惑をかけ、心配をさせた体験を聞いた。迷惑をかけるだけではなく、不慮の事

故にもな りかねない。もし学生たちが、このような単独行動を本人の 「自由」であると思いち

がいを しているとしたら、とんでもない誤解である。

同行教員が最 も気を使い、エネルギーを使 うのは、このような学生に対する管理と処置、指

導である。時間を守 らない学生やルールに反 して単独行動をとった学生に対 しては、強制送還

の処置をとると明記 している大学が1校 あった。また、1校 では単独行動を禁止 し、4名 の連

体責任制をとっている。

⑤女子学生の異性に対する意識の問題

女子学生の異性に対す る意識の問題を指摘す る大学がある。外国男性への憧れから開放的に

なるのか、習慣のちがいであるのか、あるいは双方の誤解 によるのか、女子学生の異性との ト

ラブルを心配す る大学は少な くない。

以上のような問題点を防 ぐために、事前指導の段階で充分に指導 し、それでも時間を守れな

かったり無断で欠席する学生については参加を辞退 させることも考えてお くべきであろう。

◎ホス トファミリーとの トラブル

生活習慣や誤解による多少の トラブルは起 こっても止むを得ない。 しか し、そのことを自分

でホス トファミリーと話 し合 うとか確かめて、処理 してい くところに人間的成長が期待される

し、研修の意味 もある。いつまで待っても食事を用意 して くれなかったとか、家の仕事(皿 洗

い、ペソキ塗 り、芝刈 りなど)を 手伝わされた等の訴 えは、その時々に同行教員や業者を通 じ

て臨機応変に処理できるものは処理 し、お互いの誤解を解 く努力をしたいものである。それで

もなおかつホス トファミリーとの相性が悪い場合は、変更の申し出をすれば事情によっては変

更される。
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(6)研 修実施後の評価 ・反省

研修の評価として、単位の認定を行 う大学と行わない大学がある。(こ れについては、表III
-4参 照)

何れの大学においても研修が終わった時点で、研修報告や感想文を提出させている。それに

基づいて体験記を発刊する大学が多い。帰国報告会を開催するところもある。実施に関わった

委員会、研修大学の教員、業者、同行教員による合同反省会を実施す る大学は3校 である。

参加学生の感想や報告、実施 した大学側の反省の結果を次年度の研修の企画立案にフィー ド

バックし、生かすような建設的な方向性が研修をよりよきものにしていくと思われる。

(7)同 行教員に関すること

①研修実施についてのスタッフの合意

研修の実施にあたって 「実施委員会」 レベルの合意は得られているが、教員全体の合意が得

られているかどうかについては不明もしくは 「コソセソサスはある」との報告を得た。微妙な

ニュアソスの差はあるかもしれないが、おおむね合意は得られていると解釈できる。スタッフ

の合意を得てお くことは、同行教員にとっては支えになるだろう。

②研修企画に対する同行教員の意向の反映

表III-17に 示 されているとお り、6校 で委員会(ま たはそれに変わる組織)に おいて企画立

案され、同行教員の意向は直接的には反映されない。それは、企画立案されたあとで同行教員

が決定すること、例年ほとんど同'じ内容で実施 されていること等が理 由である。4校 では、

「同行教員が企画の中心 とな り、その意向を取 り入れている」。 うち1校 では現地視察 と打ち

合せをする、と報告 されている。 しかし、同行教員の意向が委員会に反映される場合と、国際

交流セソター(ま たはそれに相当す る組織や施設)の 企画で同行教員が中心的に決定す る場合

とでは、内容的にはちがいがあるように推測される。

ある大学では、 「研修期間中、現地で教員が自分の研究をできる体制を確立 してほしい」と

い う要望が出されているとのことであった。

表III-17同 行教 員の意向の反 映

大 学 数

同行教員の意向は反映できない

同行教員の意向を全面的にとり入れる

実施後の反省・意向を次年度の内容に反映させる

不 明

6

4

2

3

計 15

③同行教員の決定方法 ・ルールの有無

同行教員は、国際交流委員会、語学セソター運営委員会など名称は異なるが、いずれ も学内

の実行委員会で決定される。(こ の項については表III-1参 照)実 際の選定 にあたっては、研

修の目的や大学内の事情に応 じてさまざまな条件が考慮されている。その条件は多様である。

順番制で選定 されるにしても委員である教員や語学の教員に偏って選定 されるに しても、個人

の研究計画との関連もあるので、長い目でみた計画的な選定がされ るよう、いろいろと苦労 し

ている現状が伺 える。
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④同行教員の費用負担

同行教員の費用は、いずれの大学でもすべて法人の全額負担 となっている。大学の学内規定

に従って、旅費、宿泊費、日当が支給 される。それ以外の費用負担は、大学によってさまざま

である。例えば、いざという時に備えて現金を準備する、学長名による支度金を支給する、フィ

ルム代を支給するなど。

⑤同行教員への配慮

④に述べた費用の負担のほかに、法人負担の保険を組むことが実施されている。その他では、

1校 で、緊急事態が発生 した時に現地の宗教団の支部の支援が受けられるような連=携がとれて

いる。不慣れな外国では不安が高いので、頼れるところがあれば不安が軽減されるだろう。

(8)事 故 ・危機管理

①事前調査の実施状況

表III-18に 示されているように、事前調査を毎回行 うのは2校 である。初めての研修先につ

いてのみ事前調査を行 うのが2校 である。その他の大学では、研修先の大学とのコンタク トが

すでに充分できあがっていたり、教員の個人的な留学体験や研修大学 との個人的な接触によっ

て事前調査にあたる内容が充分になされていると判断で きるので、大学 として改めて実施する

必要性がないか らであろう。従 って、いずれの大学も研修先の事情については、充分な把握を

しているといえるだろう。今回の調査では、同行教員が事前に研修先に派遣 されることは少な

い。事前調査をすることによってはじめて気づ くことは多いはずであ り、不安が軽減される効

果はおおきい。同行教員が現地の情報をよく把握 した上で研修に臨むために、事前調査を実施

することが望ましいであろう。

表III-18事 前調査 の実施状況

大 学 数

研修 大学 に0任 し、事前調査は行 わない 4

事前調査 は行 っていな い 3

初 回の時 には実施す る 2

事前調査を必ず実施する 2

法人関係者による視察 1

そ の 他 3 .

計 15

②対応のシナ リオ

表III-19に 見るとお り、約5割(8校)で は、危機管理に関するシナ リオは無い。 これは恐

らく、業者を通 して危機に対応することになっているものと思われる。シナ リオがあると答え

た大学では、緊急連絡網の整備と国際交流課、実行委員会が緊急事態の対応にあたるという申

し合わせをその内容としている。ある大学では、事故に遇つて しまった時に迅速な処置ができ

るように 「学生カー ド」を携帯させる。 このカー ドには、英語で必要な個人データ、すなわち、

氏名、身分、血液型、RH、 投薬中の薬名、アメリカの保険会社、日本語のホットライソ、が

記入されている。

危機管理のシナ リオは、それがどんなに綿密であっても、 うまく機能 しなければ絵に描いた

餅である。従 って、大学の現状を踏まえた上で最もよく機能する内容のシナ リオを練 ることが

必要である。そのためには、知識と経験の蓄積が重要であろう。
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表III-19危 機 対 応 の シ ナ リオ

大 学 数

危機対応 の シナ リオは作 られて いない

危機対応 の シナ リオが作 られて いる

現在検討 中であ る

不 明

6

5

2

2

計 15

③事故発生時の補償措置

補償は、保険で賄われる。6校 では、保険は学生が個人的に保険を組み、大学は関与 しない。

4校 は大学が学生全員に一律の保険料を負担 し、父兄が希望すれば個人的にそれに上積みで き

るかたちの保険を組んでいる。4校 では、強制保険のみである(表III-20)。

表III-20事 故発生時の補償措置

大 学 数

学生が個人的に保険をかける

強制保険

大学が負担して保険をかける

不 明

6

4

4

1

計 15

④同行教員の責任領域、責任関係

表III-21に 示されるように、6校 では 「マニュアルはない」。マニュアルはないが、 「職場

放棄以外は大学の責任である」という合意が得 られているとするのが1校 、 「現地集合から現

地解散 まで」とするのが1校 であった。マニュアルがあると1校 が答えているが、その詳細に

ついて情報が得られなかったのは残念である。現在の時点では、同行教員の責任関係をマニュ

アルとして明確に規定すべきであるとい う意識はあまり一般的ではないように思われる。モデ

ルとなるような内容のものがあれば、参考になるであろう。

学校事故の判例について弁護士 と相談 している大学が2校 あるが、他の大学ではそこまでは

やっていない。ただ、万が0に 備えて、 「両親に対す る説明会を実施 し、同意書をとってお く」

が1校 あった。

表III-21同 行教員の責任

大 学 数

マ ニュアルは作 られてい ない

マ ニュアルはあ る

その他

不 明

6

1

3

5

計 15



16 奈 良 大 学 紀 要 第20号

(5)提 訴時の同行教員に対する法人のバ ックアップ

「すでに検討済みである」のは2校 あ り、提訴 された場合の対策が考えられているようであ

る。今回の調査では詳細は聞きえていないが、今後この問題を検討 しようとしている大学にとっ

て、その内容は参考になるであろう。

ほとんどの大学では、 この問題についての明確な答えを得られなかったが、不幸に して学生

またはその親に提訴された場合に、法人が責任を問われても同行教員の個人的責任が問われる

ことはないと常識的には解釈できるであろう。 しかし、それでは不充分であるという意見は当

然考えられることであり、今後の充分な検討が期待 される。

⑥過去における事故歴

どの大学においても、研修中の事故は一件 も報告 されていない。

「事故」ではないが、発熱、下痢など体調を崩 した程度のものは5校 で報告 され、研修後の

ツアーでの事故が0件 報告されたに留まっている。大学や教員たちが、事故の起 こらないよう

にいかに努力し、未然に防いでいるのかがわかる。

⑦その他の事故防止 ・安全対策

具体的に記述 されたものを挙げると、a.誓 約書 ・同意書をとる。b.事 前の説明会に父兄

の出席を求め、外国の事故には責任を負えないこともあ りうることを説明し、了解を得てお く。

c.事 前指導において以下の項 目はとくに徹底する。すなわち、単独行動の禁止、ルー一ル違反

をしないこと(強 制送還されることあり)、 自動車運転の禁止、拳銃所持の禁止、危険な所へ

行かないこと、病気にかからない努力、体調の悪い時には早めに申 しでること等。

以上、事故 ・危機管理について検討 して きた。事前に、あり得 る限 りのケースを想定 して慎

重かつ充分な体制を整備する努力が重要であることが明白になった。 しか し、不幸にして事故

が起 こってしまった場合に、その体制に基づいて充分な 「機能」を発揮できることはさらに重

要なことである。ち ょっとした くいちがいや判断の ミス、連絡不充分などの 「すきま」が対応

を誤 らせることになる危険性を孕んでいる。語学研修の実施に際 してわれわれ実施者に求めら

れているのは、そのような組織的 ・心理的準備性であるといえよう。(東 山)

4.課 題

(1)問題の所在

われわれの今回の調査研究を通 じてい くつかの問題点が明らかになった。その詳細は前節に

譲るとして、本節では 「海外語学研修」の根幹に触れる問題について検討 してみよう。端的に

いえば、それは受け入れ機関に対する送 り出 し機関の 「リサーチ」の欠如とそれに付随する諸

問題、および危機管理に関わる問題である。

すなわち第1に 、多くの送 り出し機関は、受け入れ機関のi)ア クレディテーショソの状況、

ll)全 米総合大学協会(AAU)や 全米カレッジ学長会議(AACP)な どへの加盟の有無(9)

、 といった 「資格」に関する徹底 した調査を実施 していないということである。受け入れ機

関は、各大学の専任教員の個人的 コネクショソや、留学斡旋業者の紹介によって決定する場合

が多い。 「留学」ではな く 「研修」なのであるから、そ うした調査手続 きは不要との論 も成 り

立つ。

だが送 り出し機関の中には、 「研修」を狭義の 「留学」と混同す るケースも見られる。たと

えば、別科的組織やアクレデ ィットされていない機関への短期送 り出 し(=研 修)を 「留学」

と同様に扱い、単位認定 まで行 う場合(9)などがその典型である。そ して、 「学生獲得戦略」か

らその旨を入学案内に表示 し、 「研修」をあたかも 「留学」 と錯覚 させるような記述 も散見 さ
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れる。だが、受け入れ機関の 「資格」に関する詳細な調査を伴わない限 り、 これは 「教育消費

者」に対する虚偽表示 ・誇大広告である。

さらに、こうした実態 こそが～英米の大学がわが国の大学を軽視する一因となっている血Φ、

との指摘も見 られる。

第2に 事故 ・危機管理に関することである。多 くの大学では、事前のオ リエソテーショソを

通 じて諸注意を与え、事故防止に努めているようである。学外、とりわけ様々な面で国内とは

違った実情にある海外における研修であることから、病気 ・事故を惹起する確率はより一層高

くなるものと思われる。 したがって、その徹底 した防止策を講ず ることはもちろんのこと、学

校側が主体的に企画 ・実施の任に当たる以上、どのような責任をどこまで遺漏な く負うべきな

のか、を多面的に検討することも重要な課題となろう。

前節における指摘にも見 られるように、研修内容の ソフ ト面のみならず、それを包む環境 と

しての地域の実情調査 も、いささか不十分である。また、引率者の責任領域 ・責任関係につい

ても、詳細な検討を行っている機関は少なく、こうした問題に対する意識は、驚 くほど希薄で

ある。

第3の 問題点は、参加者の質に関わることである。多 くの送 り出 し機関では、一応 「選抜制

度」を導入 しているが、それは定員オーバーによる員数合わせの観がぬ ぐえない。 トーフル

(TOEFL)な どを利用 して厳 しい評価を し、0定 の学力水準以上の者を派遣す るといった積

極的な政策は、0部 の機関を除き0般 には、採用 されていない。つまり 「能力主義」の原則は

貫徹されず、単に応募者を送 り込むとい う発想の域を脱 していないのである。 したがってそ こ

には何の原理 ・原則 も見当たらない。そのため 「海外語学研修」は、 「余暇欲求」に喚起され

た 「消費的教育需要」の充足を目的としたプログラムに堕す懸念 もある。 「研修参加者の中に

は、 『海外語学研修』の教育的意義が十分理解できず、 目的意識の希薄な者 も多い」との証言

ωは、こうした事実を如実に示すものといえよう。

(2)学 内的イソフラス トラクチャーの整備 とバ ックアップ体制の必要性

上記のような諸問題の克服のためには、様々な処方箋が考えられるが、 ここでは、学内の対

応面に焦点を当てて検討 して見てみよう。

① 「リサーチ能力」の向上 ノ

単位認定 を行 う以上、たとえそれが制度的に 「研修」であったと して も、受け入れ機関の

「資格」に関する事前の詳細なリサーチは不可欠である。また単位認定を行わない場合でも、

それに費される多額の貨幣的 ・時間的 コス トに鑑みれば、そこで提供される 「教育サービス」

の質を客観的に把握 し得 る情報は、できるだけ多 く収集すべきであろう。

こうした手続 きの欠如は、長期的には大学の教育水準を低下させ、 「知的国際主義」 という

大学の 「レーゾソデー トル」働を突き崩す ことにもなりかねない。だが、大学内の0部 スタッ

フのボラソティア的活動に支えられた 「教育交流」には自と限界がある。それゆえ、業者にバッ

クアップされた商業ベースに乗 る限 りでの 「研修」の域を超えることは望めない。何よりも研

修参加学生の 「全面発達」を保障する仕組みが必要なのである。海外大学との交流協定に基づ

くところの狭義の 「留学」の レベルにまで昇華させるためには、こうした体制では人的 ・物的

側面で不十分であろう。また、各機関の 「リサーチ能力」の如何は、事故防止、危機管理体制

を根底で支える重要なファクターともな りうるものである。なぜなら各機関自身による現地事

前調査の信頼性と、 リアルタイムに近い現状把握を保障す る情報ネットワ._._Cクの整備は、その

情報収集能力に依拠するからである。

そのため、 「国際教育交流」の企画、立案、情報収集、研修実施期間中のバ ックアップ、留



18 奈 良 大 学 紀 要 第20号s

学事務の取扱い、などを専門的に管掌す る 「学内組織的イソフラス トラクチャー」の整備を図

らなければならないのである。具体的には、大学の構成員(教 員、職員、学生)全 体の質的レ

ベルアップとともに、国際的常識に合致 した学則、カリキュラム、施設設備面の拡充がその内

実となろう。

② 「質的問題」への対応

現行プログラムの多 くは、厳 しい 「能力主義」の原則に徹 していない。そ してそれ らは、

「異文化体験学習」 とか 「語学研修」 といった教育的装いを持ちつつも、 「急減対策」あるい

は 「学生募集の目だま」といった正当化の論理に支えられている。だがその実態は、最近とり

わけ0部 高等教育機関などで、 「急減対策」として積極的に取 り組まれている、 「余暇欲求の

充足」をねらいとした 「高等教育の周辺部分の整備(大 学のレジャーラソド化)戦 略」と軌を

0に するものである。

先 日の大学審議会の答申にも見 られるように、今後の 「急減期」にあっては、より0層 「大

学教育の質」が問われる時代 となるものと予想される。また、文部省による留学の実態調査や

留学をめぐる訴訟の出現は、 「国際交流」の難 しさを雄弁に物語っている。 こうした環境要因

の下では、斡旋業者にバックアップされた小手先の皮相的対応は、かえって大学の存立基盤を

危なくす る遠因ともなりかねない。

したがって、本学は、他の 「海外語学研修」先発大学の実施水準に満足するだけでなく、後

発者 としてのメリツ トーいわゆる 「後発効果」(先 発者の長所 ・短所を見極め、長所を摂取す

ることができる効果)を 十分生か した戦略を採 るべきである。少なくとも 「ホームステイ制度」

を導入 した 「海外語学研修」の教育的意義を認め、急減期をにらんだ 「大学経営戦略」の一環

とす るためには、次のような配慮が必要であろう。

すなわちそれは、参加学生のモラール、とりわけ学習意欲の向上 とい う 「投資的教育需要」

の側面を喚起することである。それゆえ、 「参加意志」 と 「経済的因子」による員数合わせ的

な参加者の決定 という方針は避けるべきである。学生の 「余暇欲求」に応答する 「消費的教育

需要」に対応 した 「研修」、あるいは 「旅行」に徹す るならば、 「受益者負担の原則」に基づ

くそれもやむを得ない。だが、 「海外語学研修」が、学生の付加価値を高めることをね らいと

するならば、またそれが真の 「急減対策」として将来の志願者への誘因となり得 るものならば、

その 「教育経費」は受益者が受益の程度に応 じて負担すべきであろ う。

たとえば、 「能力主義」 と 「機会均等の原理」のバラソスある貫徹をねらいとした、以下の

ような施策の導入 も考えられないではない。すなわちそれは、i)厳 しい選抜基準による 「研

修参加者適格者主義」の原則の採用と、 の 一定の 「奨学金ないしは補助金制度」の創設、で

ある。i)は 、いみ じくもプラトソが外国派遣者の要件として、 「一流の美しくもまた善い人々」
個と指摘 した故事を彷彿 とさせる。他方 の は、志願者の量的拡大 とその質的 レベルアップの

ための効果的誘因(呼 び水的先行投資)で あると思われる。

こうした積極的な将来展望を抜きに しては、 「国際教育交流」 といっても、その内実は上記

のように斡旋業者の採算ベースの枠内での 「研修」に綾小化する懸念もある。

③ 「受け入れ」体制の整備

また、 「送 り出し」 と同時に 「受け入れ」についても考慮 しなければならない。なぜならわ

れわれは、参加意思はあって も何 らかの事情(e・g・経済的要因、選抜漏れ)で 「送 り出 し」

の枠から外れた学生の 「教育権保障義務」を負っているからである。 したがって、 「送 り出 し」

で対応できない部分については、積極的に 「受け入れ」を行い、 「国際教育交流」の場を本学

内で設置することも重要な戦略の0つ となろう。
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こうした 「受け入れ」を 「送 り出し」 と同時進行させるならば、それは夏期休業中遊休化す

る学内資源の活性利用にもつながるものと期待 される。さらに大学は、学生のみならず 「地域

社会」にもこうした国際化の果実を積極的に還元 し、その蒙を啓 き地域の国際化の牽引車とし

ての役割を担わなければならない。

以上の諸点に鑑みると、本学教養部において、今後の 「急減対策」 として提起 されている

「国際化戦略」(空 間的拡張)と 「生涯教育化戦略」(時 間的拡張)は 、 「受け入れ」を媒介

として容易に統合し得るかも知れない。こうした意味では、 「国際教育交流」の拠点たる 「学

内組織的イソフラス トラクチャー」は、大学の 「教育機会の時間的空間的拡張戦略」に、同時

対応可能な主体であることが求められよう。その早期整備が待たれるのである。

④責任関係

先に指摘 したように、 この問題について綿密な調査を行 っている機関はほとんど見当たらな

い。それは前節の指摘にも見 られるように、重大な事故を経験 していないことと、具体的な事

故のケースを事前に想定することの困難 さにあるものと思われる。

だが、事前に予知できる大枠の中で、語学研修に関わ るファクター(e.g.研 修実施機関、

研修受け入れ機関、引率教職員、旅行業者、参加学生およびその親権者)の 責任範囲とその軽

重等々について、学校事故判例 ・法制などを勘案 しつつ、積極的に検討することは重要な課題

である。

なぜならこうした検討を通 じ、各機関および引率者はどのような法的責任関係にあ り、最低

限どのような義務を覆行せねばならないのか、 とい うことがある程度明確になるからである。

そして究極的には、少な くとも各機関および引率者の側の重過失による事故の発生を、抑止せ

しめる効果を伴 うものと思われる。

具体的には、以下のような枠組の中で、多面的に検討することも一考であろう。すなわち、

それはi)設 置主体の違い(国 公立か私立か)に よる引率教職員の責任の在 り方の相違、 の

参加学生が 「加害者」である場合の、本人および親権者の責任、な らびに引率教職員 「監督義

務違反」の問われ方、111)参 加学生が 「被害者」である場合の引率教職員の 「注意義務違反」

の問われ方、iv)旅 行業者の語学研修への関与の程度による責任の相違、V)学 生への補助金

の有無と大学の責任の相関、といったことである。

こうした作業を通 じて、大学および引率教職員の 「監督義務」および 「注意義務」の範囲に

ついて0定 のマニュアルを策定することは、 より安全で質の高い語学研修制度を整備拡充する

上で、不可欠な作業であると思われる。(高 見)

第IV章 米国の大学における語学教育事情

前3章 において、我が国の高等教育機関における国際教育交流制度の類型や意義の認識、お

よび、アソケー ト調査の結果に基づ く、海外語学研修プログラム実施についての分析を見て来

た。本章では、実際に語学研修の実施を検討、立案す るに当たって最 も重要な問題である研修

先の選定に関 し、長年の実績を有す る米国の大学を対象に取 り上げ、そこでの語学教育事情の

視察資料を中心に検討を行 う。

1.事 前調査の必要性

我が国の高等教育機関における国際化教育への積極的な取 り組みの必要性がますます高まる

中で、学生のための交換留学や語学研修の実施に向かって、各大学が一層の努力を傾けている。

このような状況にあって、本学として もこの問題への具体的検討に取 りかかり、教養部の学生

を対象とした海外語学研修の実施に踏み切った。
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計画案検討に先立ち、1989年11月 、10日 間に亘って、学生の海外留学 ・研修に関する米国教

育事情視察旅行α◎に参加の機会を得た。 これは、本学にとって最初の試みとなる語学研修先 と

して米国の大学を選ぶに当たり、長年の経験と実績を有す る米国諸大学の語学教育のシステム

や、現地での生活環境、安全性の確認等、事前に視察するための研修旅行であった。視察の主

眼は、大学生のための短期語学研修プログラムにおいた。

今回の視察先は、主として、米国西=海岸地域(カ リフォルニア州)の 州立大学および私立大

学数校 と中西部地域(コ ロラド州)の1大 学であった。i(表W-1お よび2を 参照)

「BarroガsProfilesofAmericanColleges」ooに よれば、米国内の"accreditedfour-year

college"、 いわゆる4年 制大学として認定 された大学だけでも約1500校 程になり、その他短大、

専門学校等を含めれば、約3000校 程になる。その中、約300大 学に外国人のための語学教育を

目的とした英語集中講座としてのエクステソショソコースが設けられている。

このように多数の研修先の教育機関がある中で、それぞれの大学について資料による情報の

入手は可能である。 しか し、実際に研修先を決定する際には、研修担当者が直接現地を視察調

査の上、そこで行なわれている語学教育プログラムはもちろん、立地条件、環境状態、学生寮

等の施設の内容、ホームステイの場合の諸条件、更に全般的な安全性等につき、受け入れ側責

任者 との意見交換を通 じて得 られる情報に基づいての検討が不可欠であろう。

2.語 学研修のための英語教育システム

米国の大学における外国人学生のための英語教育は、エクステソショソコースの中で長期ま

たは短期の英語集中講座形式で行われている。本来の目的は、米国大学へ留学する学生の英語

力熟達にあるが、最近は、短期語学研修プログラムへの参加者の増加に応 じて、各大学共多様

なプログラムを組み、エクステソショソ活動の強化を目指 している。これは、米国の多 くの大

学の経営上の活性化にとって欠 くべか らざる組織 として活用されていることを意味する。

さて、前述の視察旅行から得られた資料を基にして、それぞれの大学における外国人学生の

ための英語教育 システムを検討 した結果、下記の如 き2タ イプへの類別を試みた。

(1)独 立組織 タイプ

これは、通常のエクステソショソコースの英語集中講座 システムとして認識されているタイ

プで、州立大学等の大規模な大学に多 くみ られ る。組織上では、一応分離独立 して外国人留学

生や語学研修生の受け入れシステムとして機能 している。運営は専任のスタッフにより行われ

ているが、大学全体の経営基盤上の重要な役割を果たしている。

この場合、研修用施設 としては、大学の教室棟の一部を利用する大学もあるが、多 くは独立

したエクステソショソコース用の教育施設を有 し、独 自の教育活動を行なっている。ただ し、

いずれの場合であっても、大学キャソパス内の諸施設は0般 学生と同様、自由に利用可能なシ

ステムをとっている。

(表IV-1、2の 大学中、1、3、4、5、 および8が このタイプに相当する。)

このタイプを選んで短期研修 プログラムへの参加学生を送 る場合、キャソパス内での研修生

としての位置付を充分に認識 させ、研修の目的や集中力の必要性を徹底させるための充分な事

前研修がなされなければならない。すなわち、 このタイプの大学での研修の場合、学生達が、

広大なキャソパスの雰囲気に圧倒され、研修への集中力が失われる可能性が大きく、研修目的

にとってマイナスの結果を生 じることにもなる。

(2)内 部組織 タイプ

米国においては、州立大学等の公立大学に比較 して、私立大学の数の減少化傾向が目立って
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来ている。内部組織 タイプのものは、私立大学に多 く見られるもので、大学組織の中に組み込

まれた集中英語講座 として位置付られている。従 って、このタイプの大学における集中英語教

育プログラムの作成にも、大学内のスタッフも協力体制をとり、ユニークな教育システムによ

る研修効果の向上を目指 している。 また、運営面においても、大学経営を支える組織の一端を

担 うものとして位置付 られている。

これは、最近の米国の緊迫 した経済状況の中で、私立大学の経営危機に関 しても厳 しい局面

が展開していると言われているが㈹、そ うした危機の回避方策の一助 となるようエクステソショ

ソコースの拡充と発展に大 きな期待を寄せていることの表明とも言えよう。 このような私立大

学の経営危機に直面 して、"大 学のマーケティソグ"論 働が提唱され、私学経営の将来の在 り

方が示唆 されている。

このタイプでの語学研修を実施する場合、大規模な州立大学では求められないい くつかのメ

リットが見いだされる。すなわち、研修用施設としては、キャソパス内の通常の教育施設が使

用され、その他の大学附属施設も、もちろん一般学生と同様に使用が許可 される。又、キャソ

パスの規模 も比較的に小さく、留学生はもちろん、短期研修生であって も、プログラムへの集

中度が持続 し易いと思われる。更に、研修学生の レベルやニーズに応 じて、適切なカ リキュラ

ムの組み立てや、異文化体験活動上の調整も容易であ り、ユニークなプログラムによる研修が

可能となることである。

(表IV-1、2の 大学中、2、6、9、10、 および11が このタイプに相当する。)

このようなメリットを示す1例 をあげると、私立女子大 として知 られたミルズカレッジでは、

集中英語 コースに留学中の学生であっても、英語力の上達が認められると一般学生のクラスに

出席 も可能であるとのことである。

以上、留学または語学研修を大学の組織上から2つ のタイプ共、エクステソショソコースと

して集中英語教育プログラムの発展拡張が、大学の重要な経営基盤 として位置付されている点

では共通 していると言えよう。

3.語 学研修先の選定における留意点

前章で提示 した語学研修の組織上の類別は、先に述べた米国教育事情視察およびその他の機

会に入手 した資料に基ずいたものである。もちろん、米国には、その他多数の大学や、各地の

コミュニティカレッジ、又は、私的な語学教育施設が存在 し、多様なプログラムを提供 してい

ることは、周知のごとくである。

そのような多様な対象の中から適確な研修先を選定するに当たって、い くつかの留意点が指

摘されよう。受け入れ大学側 に対 して留意すべき点は次の3つ である。

(1)研 修プログラムの内容が、研修生の レベルに対 して適切な考慮が払われているか、又、

指導教員の適性についても、責任ある対応がなされているかについての確認。

(2)学 生達の滞在期間中の安全性について、真剣な配慮がなされているかの確認。

語学研修の成果は、研修生の安全性が確保 されているか否かに依るところが大きい。従 って、

滞在方法を学生寮にするか、ホームステイにするか、いずれのケースにせよ、生活上の快適さ

と共に、安全性に関 して、受け入れ大学側がいかに誠意を以て対処 しているかが、研修先決定

の重要なポイソ トとなろう。

最近、ホームステイ中の トラブルが、時折社会問題として新聞紙上等に批判的に取 り上げら

れるが、これは受け入れ大学側の取 り組みの甘さと共に、研修生への事前指導の不足にも起因

する点も併せて考慮すべきである。
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(3)受 け入れ大学側の姿勢として、語学研修が参加する学生にとって単なる英語の受身的な

学習に終わることな く、さらに又、一方的異文化体験プログラムに偏ることのないよう、日本

文化の理解に通 じる活動をも盛 り込むための配慮がなされているかの確認。

このような基本的 コソセプ トの了解を計 ることにより、語学研修 プログラムを通 して相互理

解を深める機会となることが望まれる。

4.ま とめ

以上、主として米国における短期語学研修の実施に即 して検討すべき点について述べて来た。

しか し、現在はこのような語学研修を異文化体験 とミックスさせたプログラムにより実施 して

いる大学にとって、いずれは、単位認定の方向に向けて0歩 前進の必要性が生 じることになろ

う。又、最近の傾向では、高等教育機関としての大学が、留学制度の将来展望 として、交換留

学制度の充実、すなわち、海外大学 との制度的提携や、単位の互換制の実現を目指すことにな

ろう。これは又、 目下の急務 とされる一一般教育制度改革に於いても、検討課題の一つと視なさ

れるべき問題である。更に最近は、米国に限らず、英国、カナダ、オース トラリアの大学も、

日本の学生を対象にした留学や短期研修計画への参画に熱意を示 し、,我 が国への働 きかけも激

化 しているので、研修先の選定 も多様化することになる。その他、海外からの留学生の受け入

れ、研究者サイ ドの相互交換留学制度の促進等、今後ますます多様化す る問題に対処すべ く、

大学として国際交流組織の実現への取 り組みの検討が望まれることになろう。(武 久)

Date No. College/University Meeting&discussionwith

Nov.16,'89 1 UniversityofCalifornia DirectorofExtensionProgram

Berkley (English)

17 2 MillsCollege Directorandinstructorof

i
ExtensionCourses
"TheEnglishCenterfor

InternationalWomen"

Nov.18,'89 3 SonomaStateUniversity Instructor&studentsof

ExtensionCourses

19 4 CaliforniaStateUniversity NoMeetingonsunday

atLosAngels (Freecampustour)
Lecturesweregivenlater.

19 5 UniversityofCalifornia DirectorofExtensionCourses

Irvine

20 6 ClaremontUniversity PresidentofPitzerCollege

PitzerCollege DirectorofPACEPROGRAM

23 7 UniversityofDenver ExtensionAdministrative

DirectorofEnglishLanguage

Centeer

(表W-1)調 査対 象大学 リス ト(米 国教育事情視察 による)
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Aug.1,'86 8 UniversityofHawaii DirectorofExtensionCourses

atManoa

Mar.25,'88 9 TrinityUniversity ProfessorofEnglishDepartment

(Texas)

Mar.25,'88 10 UniversityofPittsburgh VicePresidentandprofessors

atJohnstown ofEnglishDepartment

Aug.8,'90 11 PacificUnionCollege DirectorofEnglishExtension

Courses

(表IV-2)調 査対象大学 リス ト(上 記視察以外)

(注)表IV-2に 示 され た大学は、表IV-1の 視察研修 とは別 にそれぞれの時期 に視察 の

機会 を得 た大学 のリス トで ある。

第V章 今後の課題と提言

現代とい う時代の顕著な特色の一つは、社会が情報化 ・高齢化 ・国際化に向かって確実に大

きく激 しく変移 していることにある。 したがって、時代はそうした社会の移 り変わりに対 して

適切な対応を、われわれに要求 し要請 しているといわなければならない。時代 ・社会への対応

という点に立っていえぱ、教育はその際大きな関わりをもち、なかでも高等教育は時代 ・社会

の要請に対 して充分に応えられる内容をもつものでなければならない。

高等教育が大 きな関わりをもち対応 しなければならないというのは、まず、情報化について

は、社会の全体が情報に対 して関心や依存の度合を著 しく高めつつある現在、より正確でより

良質の情報 ・知識が与えられる必要がある。同時に、より迅速で正 しい判断の出来る能力を身

につける必要がある。その意味で、高等教育はコソピュータ ・リテラシー ・情報処理教育を推

進 して対応 しなければならないということである。また、高齢化については、社会福祉の問題

などは他にゆず り高等教育の面からいえば、シルバーエイジへの生涯教育の一環 として具体的

対応が望まれているとい うことである。それは大学の地域社会への公開や貢献の問題 としても

望まれることである。一般に週休二 日制が普及定着 し、また、科学技術が格段に進歩 しそれに

伴う知識の陳腐化が急速に進行 してお り、更に、余暇時間が増加 していることなど指i摘されて

いるが、これらも踏 まえて生涯学習の必要制はますます増大 してい くと思われる。

さて、本研究が直接関係する国際化については、高等教育におけるグロバ リーゼーショソの

問題として対応 しなければならないということである。今日、高等教育におけるグロバリーゼー

ショソとして、つぎの3点 を 『平成5年 度以降の高等教育の計画的整備について(答 申)』

(平成3年5月17日 大学審議会)は 指摘 している。すなわち、①国際的に通用する教育 システ

ムの確立、②留学生の交流拡大 ・学術研究の国際交流の拡大、③国際社会で活躍で きる人材の

育成、である。ここに指摘される課題は極めて重要なものであることは繰 り返 していうまでも

ない。

このように、時代の提出する諸問題の中で、高等教育に対応を迫っている国際化に関 して、

本研究は高等教育機関における国際交流制度の教育面に限定 し、併せて、本学で実施 しようと

する 「海外語学研修」の位置づけに資す るため、いくつかの視点からアプローチ しようとした。
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第II章 では、今 日多様化 している 「留学」を教育の制度 ・内容 ・目的の三側面から類型化 し

た。まず、制度面から、①狭義の留学生の受け入れ ・送 り出 し、②研修生の受け入れ ・送 り出

し、に二分 し、本学の海外語学研修は研修生の送 り出 しに相当する。次に、内容面からは、①

依存型留学、②付加価値型留学に類別され、前者は高等教育の未整備に起因するものであるが、

後者には短期間の異文化体験学習 ・海外語学研修が含まれて、プラトソ以来その教育的意義は

認知 されている。そ して、 目的面からは、①投資型、②消費型に分けられ、海外語学研修はこ

の二つを内包 していると詳論 した。最後に、海外語学研修の意義として、①他国の文化に触れ

る、②他国の文化を知 り学ぶだけでなく自国のそれをも知 り学ぶ機会となる、③ 自己形成力の

錬磨となる、など明らかに した。

第III章では、各大学で実施されている海外語学研修のプログラムの現状について調査 し、そ

こに見 られる問題点を探 り出 し、それの望ましいあり方を示すための分析考察をした。主な調

査項 目は研修の企画と実施の主体、意義 目的、内容、研修の概要(単 位認定、期間、費用)、

参加学生に関す ること、業者に関すること、実施後の評価 と反省、同行教員に関すること、事

故 ・危機管理体制であった。課題としては、今 日の海外語学研修の根幹に関わって、送 り出し

機関の受け入れ先 ・大学の リサーチ欠如、それに付随 して生ず る参加者の質の低下などの問題

点を指摘 した。 リサーチ欠如は、例えば単位認定を行なおうとす る場合、果 してそれが妥当な

ものかどうかの問題として直ちに関わって くるのであり、長 く見れば大学の教育水準の低下を

招 くなどに関わる。 こうした観点から、国際交流の企画 ・実施を扱 う学内組織、すなわち、人

的 ・物的イソフラス トラクチャーの整備 ・確立をはからなければならないとした。これは受け

入れ先の大学の リサーチだけでな く、他国か らの留学生の受け入れの体制整備にも機能 してい

くものであり、その果たす役割は今後重要性を増 していくものとしたのである。

こうした調査の分析を通 して終始問題となり望ましいことと議論 されたのは、独自にプログ

ラムの企画から実施に至るまでを取扱 える学内組織の確立であった。 この組織確立の中には交

i換留学制度や研修 ・留学に伴い偶発的に発生するかも知れない事故、それよりは事故予防に備

える危機管理体制の確立なども含められていなければならない。 ここでは、知識と経験の蓄積

が大事なこととなる。

第IV章 は、外国人の海外語学研修の受け入れ先の0つ であるアメリカの大学の語学教育シス

テムを中心とした調査報告である。語学教育システムとしては、①独立組織 タイプ、②内部組

織タイプ、の二つに類別される。 どちらが研修先として適切であるかは内容 ・条件をよく検討

しなければならない。 ここでは、海外語学研修先の決定に到る留意点 として、①研修 プログラ

ムの内容、②安全性、③受け入れ大学側の姿勢、の3点 を示 して、単位認定の問題を含め、海

外大学との制度的提携の実現を提起 した。

以上、本研究報告の内容を要約 しながら、問題点を絞ってきた。国際教育交流を軌道に乗せ

るための全学的組織的イソフラス トラクチャーを、どのような形で確立 してい くかは充分な検

討が必要であろう。 「国際交流委員会(仮 称)」 のようなものからスター トさせて、 「国際交

流セソター(仮 称)」 の創設に向かい、その所期の趣旨に添って知識 と経験を蓄積 してい くの

が最も基本的なステップではないかと考えられる。もちろん、そ うした組織のもつ問題点も事

前に検討 していかなければならないであろう。

なお、本研究は平成2年 度奈良大学特別研究費の助成を受けて行われた。(市 川)
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〈注〉

(1)A.大 学 の場 合 、 以 下 の よ うな諸 施 策 が採 られ て い る。 す なわ ち、i)海 外 研修 担 当 ス タ ッフ の現 地

採 用 制 度 、 血)授 業 の全 面 委 託 制 度 、 趙)安 全 対 策 、 緊 急 時 へ の 対 応 策 と して の 「学 生 カ ー ド」 の携 行

の義 務 化 、iv)入 院 ・加 療 ・手 術 な ど を行 う場 合 に 備 え た 事 前 承 諾 書(和 文 ・英 文)の 準 備 、 な どで あ

る。

(2)詳 し くは 、 井 門 富 二 夫 「大 学 国 際 交 流 の現 実 一 フ ィー ル ドワー ク ・ノー ト的視 点 か ら一 」 、 高 等 教 育

研 究 紀 要 第12号 、p47～p48参 照 。

(3)同 上 論文 、p48

(4)喜 多村 和 之 「1990年 代 の 国 際教 育 交 流 と 日本 の 高 等 教 育 へ の課 題 」 、高 等 教 育 研 究 紀 要 第12号 、p15

7参 照。

(5)詳 し くは 、 岡 田正 三 訳 「プ ラ トー ソ全 集 」 第5巻1971年 参 照 。

(6)石 附 実 「留 学 の 大衆 化 と多様 化」 、 高 等教 育 研 究 紀 要 第12号 、p4

(7)山 村 健 、 天 野 郁 夫 、 「青 年 期 の進 路選 択 」 有 斐 閣 、 昭 和55年 、p43～p44

(8)調 査 項 目は、 今 回 の調 査 目的 に沿 っ て選 択 し、構 成 した もの で あ る。 詳 し くは 資 料 を 参 照 され た い。

な お 、聞 き取 りに協 力 い た だ い た の は 、海 外 研 修 セ ソ ター 等 の 研 修 に直 接 関 わ って い る事務 担 当者 が

ほ と ん どで あ っ た。 各 項 目の全 て に つ い て解 答 を得 た わ け で は な い 。 そ れ は 打 ち 合 わ せ が 不充 分 で あ っ

た こ と、 質 問 項 目が 不 明瞭 で あ っ た こ と等 が理 由 で あ る。結 果 を 持 ち よ って検 討 した 時 点 で か な りの点

に気 づ いた こ と を反 省 して い る。 今 回 は我 々 が 聞 きと れ た もの に 限 って 分 析考 察 した もの で あ る こと を

お断 わ り して お く。

(9)井 門 富二 夫 、前 掲 論文 、p48

(io)井 門 富 二 夫 、 前掲 論 文 、 同 所

⑳ 筆者 の行 った イ ソ タ ビ ュー の 中 で 、 こ う した 証 言 が若 干 校 で見 られ た。

(12)江 淵 公 一 、 「留学 の世 界 的 動 向一 国 レベ ル と機 関 レベ ルの 留 学 政 策 一 」 、高 等 教 育 研 究 紀 要 第12号 、

p12

(13)石 附 実 前 掲 論 文 、 同所

(14)海 外 留 学 お よ び 国際 交 流 を主 業務 と す るISA主 催 に よ る視 察 旅 行 で 、1989年10月26日 よ り11月11日

に わ た り、 大 学 お よ び そ の他 の教 育施 設 の 状 況 を視 察 した 。

㈲Barron:"ProfilesofAmericanColleges",15thed.,compiled&editedbytheCollege

DivisionofBarron'sEducationalSeries,Inc.,N.Y.

(16)PaulB.Ranslow:"AmericanHigherEducation:HistoryandFuturePossibilities"Prepared

remarksfortheInternationalStudyAbroadCenter,PitzerCollege,Claremont,California.

㈲ibid.
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添 付 資 料

海外語学研修に関する調査

奈 良大学 教養部海外語学研修委 員会

担 当者()

訪問 日()

大学名:

1.海 外研修 の企画 と実施 の主体 はど こか。

学 内組織、 システム(eg.国 際セ ソター、国際交流委員会、特定学部か学科)

2.研 修 の教育的意義 ・目的 ・内容

(語学研修、異文化体験、専 門学科 のフ ィー ドバ ック、 その他)

3.研 修 の概要

(1)開 始時期

(2)カ リキュラムとの関連一単位 の認定、何 の単位 か

(3)期 間、時期、。対象学生、参加人員(定 員)、 同行教員 の人数、添乗 員の有無

(4)費 用

・概算

・大学 からの補助金 の有無

・こず かいの額

・ロー ソのシステム

(5)研 修地域 はどこか一具体的 に、選択理 由

(6)研 修 システム

・研修機関 との コソタク トの方法(姉 妹校提携 がある、業者 に任 せるその他)

・研修 サー ビスの提供主体(大 学、語学学校、そ の他)

・宿泊 一学生寮か ホー ムステイか 一そ の理 由

・オプシ ョナル ツアーの と りいれ方 と問題点

4.旅 行業者 について

(1)検 討対象業者の数 と社名

(2)業 者 の選択、決定の理 由

(3)問 題点

(4)企 画立案への業者の関与の程度(全 面的か一部か)

5.参 加学生 に関す ること

(1)企 画立案 について学生の希望を どの よ うに反映 してい るか。た とえば、事前 にアソケー ト調査 をす

るか、 あるいは協議会を開催 して意見 を集め るか、等。

(2)企 画 にたいす る学 生の反応(集 ま り方)

(3)研 修 にたいす る学生の反応(満 足度)

(4)事 前指導の内容

(5)学 生側の問題 点(eg.集 合時間厳守 などについて)

(6)研 修実施後の評価 ・反省 について

(7)同 行教員 に関す ること

・研修実施についてのス タッフの合意の程 度
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・研修企画 に関 して、同行教 員の意 向は、どの程度反映 されてい るか

・同行教員の決定方法 ・ルールの有無

・同行教員の費用負担……学 生負担 、法人負担、 同行教員負担、その他

金額 も

・同行教員への配慮の有無

金銭面(ど の程 度)

その他(具 体 的に)

(8)事 故 ・危機管理 について

・事前 調査 の実 施状況 どの程度 まで 調査費用?

・事故発生 時の対応 シナ リオの有無

・事故発生 時の補償措置 ……法人 と しての バックア ップの内容

保険等 の組 みかた

・同行教員 の責任領域、責任関係につ いて

範 囲等 について マニュアルはあ るか

合意 がスタ ッフの間でで きてい るか

学校事故 の判例収集 と検討を十分や ったか

・提訴時の 同行教員 に対す る法人のバ ックア ップについて

→検討済みか、合意がで きてい るか

・過去 におけ る事故歴 具体的に 対 応措置

・その他事故防止、安全対策 として どの ような方策 を講 じて いるか




